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そもそも、改正された「鳥獣保護法」とは、どういったものでしょうか？

法律の目的には、以下のように書かれています。

俗に「鳥獣保護法」と呼ばれる法律ですが、これが「鳥獣保護

及狩猟ニ関スル法律」から「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関

する法律」に改正され、昨 年 （平成 1 5 年 4 月）か ら施行された

のはご存じでしょうか？今回は、この新たな「鳥獣保護法」につ

いて伝えたいと思います。

（東京本社東北分室長・浅尾勝彦）

環境影響評価では？何が変わったのか？

でも、これだけじゃよくわかりませんね。具体的に言うと、主に以下のよ

うな部分が変わっています。

では、我々の仕事に直結する部

分はどのように変わったのでしょ

うか？

一番大きな点としては、「対象

種の見直し」という点が挙げられ

ます。

旧法下では、慣例的にネズミ

類・モグラ類と海棲哺乳類は「鳥

獣保護法」の対象として扱われて

いませんでしたが、新法では対象

となり、ネズミ科（家ネズミであ

るドブネズミ、クマネズミ及びハ

ツカネズミを除く）、モグラ科、

トガリネズミ科に属する鳥獣と、

アザラシ科等の海棲哺乳類が新た

に加わることになりました。

環境影響評価等の調査で、哺乳

類を捕獲する調査としては、ネズ

ミ類やモグラ類を捕獲する捕獲調

査があります。旧法の頃は、ネズ

ミ類やモグラ類の捕獲にあたって

は特別に許可を得る必要が無く、

トラップはいくらでも設置し放

題、ネズミ類もモグラ類も捕り放

題という状態でした。しかし、新

法では、これらの種の捕獲にあ

たって、基本的に環境大臣または

都道府県知事の許可が必要となり

ます。

また、捕獲後は、何をどれだけ

捕獲したのか報告することが義務

づけられます。

鳥獣保護法
の話

鳥獣の保護を図るための事業を実

施するとともに、鳥獣による生活環

境、農林水産業又は生態系に係る被

害を防止し、併せて猟具の使用に係

る危険を予防することにより、鳥獣の

保護及び狩猟の適正化を図り、もっ

て生物の多様性の確保，生活環境の

保全及び農林水産業の健全な発展

に寄与することを通じて、自然環境の

恵沢を享受できる国民生活の確保及

び地域社会の健全な発展に資するこ

と。

【鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律】から

【鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律】への変更点

◆条文のひらがな書き、口語体化

◆対象種の見直し（海棲哺乳類及びネズミ・モグラ類の扱いの変更）

◆狩猟免許に係る障害者の欠格条項の見直し

◆水辺域における指定猟法禁止区域制度の導入による鉛製散弾の使用の

制限

◆山野への捕獲した鳥獣の放置の禁止

◆鳥獣の捕獲種数の把握（狩猟者・捕獲等許可者の捕獲数等の報告の義

務付け）

◆違法捕獲への対応（違法捕獲鳥獣の飼養の禁止）

◆捕獲許可手続きの合理化

【鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律】の目的
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捕獲の申請にあたって、必要な手

続きは、魚類などの特別採捕許可申

請と概ね同様です。

◆調査の目的

◆捕獲種

◆捕獲数量

◆捕獲従事者名

◆捕獲場所

◆使用トラップ　等

を記載した申請書を、申請窓口に提

出します。

ただし、窓口となる都道府県等に

よって、対応はまちまちで、使用で

きるトラップが制限されたり、調査

にあたって看板の設置や腕章の着用

が義務づけられたりする場合もある

ようです。

基本的に、捕獲対象種以外の不特

定多数の種が捕獲されてしまうおそ

れのあるトラップ類（トラバサミな

ど）は、使用禁止という見解を示し

ている窓口が多いようです。

ネズミ類等の捕獲調査にあたっ

て、最も普及していて頻繁に使われ

るトラップには「パンチュートラッ

プ」がありますが、都道府県によっ

ては、パンチュー等の捕殺式トラッ

プの使用を禁じている所があるよう

です。パンチューは、広義のトラバ

サミに含まれるという困った見解の

所があるためです。

シャーマントラップなどのライブ

トラップ（生け捕り罠）は、基本的

にどこでも使用できるようです。

レッドデータブックに該当するよ

うな希少種を捕獲したい場合はどう

なるのでしょうか？

この場合、レッドデータブック対

象種の中でも、特に希少性のランク

が高い絶滅危惧種（Ⅰ類、Ⅱ類）に

ついては、「環境省権限種」と言っ

て、都道府県ではなく環境省が捕獲

申請窓口になります。

例えば、

◆トウキョウトガリネズミ

◆オリイジネズミ

◆センカクモグラ

◆エチゴモグラ　等

が捕獲される可能性がある場所で

は、都道府県のほかに環境省にも申

請する必要があるというわけです。

捕獲申請は？ 使用トラップの制限 希少種は？

◆鳥獣の捕獲等許可申請書の例◆

◆シャーマントラップ◆

地上に設置し、ネズミ・モグラ類を捕獲

する生け捕りワナ。

◆パンチュートラップ◆

地上に設置し、ネズミ・モグラ類を捕獲

する捕殺ワナ。
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「錯誤捕獲」と言って、本来捕獲

しようと思った種以外（申請書に記

載していない種）が取れてしまった

場合、原則として調査データに加え

ることが出来なくなります。

例えば、アカネズミを捕獲する目

的で設置したトラップで、ヒミズを

捕ってしまったというような例で

す。もちろん申請時に、当初からア

カネズミ、ヒミズを捕獲対象に加え

ていれば問題ありません。

同様に、昆虫類を捕まえる目的で

設置したベイトトラップで偶然トガ

リネズミを捕ってしまった場合も錯

誤捕獲になります。このため、申請

時には、捕獲される可能性のある種

を漏らさずに記入するよう、注意が

必要です。

捕獲申請は？
新しい鳥獣保護法については、各

方面から様々な批判の声が聞かれま

す。具体的には、以下のような点が

問題視されているようです。

◆有害鳥獣駆除等の、特定鳥獣保護管

理計画といった様々な権限が環境省

から都道府県に、あるいは都道府県

から市町村に委譲された。

◆狩猟に関する規制緩和（猟期の延

長。狩猟税が安くなるなど）

このうち、前者については、市町

村単位での野生鳥獣の生息実態（生

息域、生息数、個体群動態等）の把

握が極めて困難であるにもかかわら

ず、長期的な保護計画よりも目先の

利害が優先され、安易な駆除が助長

されるといったものです。野生鳥獣

には人間の都合による行政界など関

係がないので、Ａ市では保護されて

いるのに、隣接するＢ町やＣ村では

駆除されるといったことも起こり得

ます。

一方、後者については、狩猟を趣

味にしているハンターに有害鳥獣駆

除の仕事を委ねるという意図による

ものらしく、ハンターにのみメリッ

トがある制度が反感を招いているよ

うです。また、前述した捕獲申請の

手続きも、役所毎の対応がまちまち

であり、調査者側の負担が増えたこ

とは否めません。

しかし、これまで野放し状態だっ

たネズミ類やモグラ類の捕獲に対し

て一定の規制が行われるようになっ

た点や、捕獲後に山野に放置された

鳥獣の体内に残存する鉛製銃弾によ

る鉛中毒の防止対策が行われるよう

になった点は評価に値する点ではな

いかと思います。いずれにせよ、不

備な点はきちんと改正されるよう働

きかけていく必要がありそうです。

なお、本件についてご不明な点

や、捕獲許可申請手続きなどでご不

明な点などがありましたら、浅尾

（asao@chiikan.co.jp ）までお気軽に

お問い合わせください。
改正か？改悪か？

◆モールトラップ◆

地中に埋め、ネズミ・モグラ類を捕獲する。生け捕りワナ（上図）、捕殺ワナが

ある。

（出典：（財）リバーフロント整備センター：平成  9  年版河川水辺の

　　　　　国勢調査マニュアル［河川版］（生物調査編））

（出典：（財）自然環境研究センター：野生動物調査法ハンドブック

　　　　　－分布・生態・生息環境－哺乳類・鳥類編）

◆墜落缶◆

プラスチックカップやバケツ等を利用。地中に埋め、落下し

たネズミ・モグラ類を捕獲する生け捕りワナ。

（出典：（財）リバーフロント整備センター：平成 9 年版　

　河川水辺の国勢調査マニュアル［河川版］（生物調査編））


